
速報

米国連邦準備制度理事会が中小企業向けメインストリート融米国連邦準備制度理事会が中小企業向けメインストリート融米国連邦準備制度理事会が中小企業向けメインストリート融米国連邦準備制度理事会が中小企業向けメインストリート融
資プログラムを発表資プログラムを発表資プログラムを発表資プログラムを発表

2020年5月5日

ハイライトハイライトハイライトハイライト

雇用人数15,000人まで、歳入$50億までに対象を拡大

融資の規模を拡大するため、Main Street Priority Loan Facility（メイ

ンストリート優先融資制度 “MSPLF”）が追加された

より広範囲な中小企業をカバー

2020年4月30日、米国連邦準備制度理事会から中小企業向けメインストリート

融資プログラムが発表されました。

詳しくは英語版をご覧ください。
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